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第!章 国家の構造と機能

１ 共同体と公民

（１）ルソー

ホッブズは、信約（契約）によって一つの意志（人格）へ合一（統合）され

た群衆を「公共体（国家）〔common-wealth〕」（ラテン語 <civitas>に対応）と呼

ぶ。この人格を担うものは「主権者〔sovereign〕」であり、その他の者は「臣

民〔subject〕」である（Liv.§１７）。ロックは「公共体〔commonwealth〕」（ラテン語

<civitas>に対応）を「共同体〔community〕」とほぼ同義と見なす（TG.§１３３）。

彼は国家を「市民社会（公共社会）〔civil society〕」と呼ぶこともある（TG.§９５）。

ルソーは共同体と公民についてつぎのように述べている。「万人の連合に

よって形成されるこの公的人格はかつては都
!

市
!

国
!

家
!

〔Cité〕という名をもって

いたが、今では共
!

和
!

国
!

〔Republique〕あるいは政
!

治
!

体
!

という名をもつ。」「それ

は受動的なばあいには、国
!

家
!

〔État〕と呼ばれ、能動的なばあいには主
!

権
!

者
!

〔Souverain〕……と呼ばれる。成員については集合的には人
!

民
!

〔Peuple〕という

名をもつが、個別的には主権に参加するものとしては公
!

民
!

〔Citoyen〕と呼ばれ、

国家の法律に服従するものとしては臣
!

民
!

〔Sujet〕と呼ばれる」（CS.I.６）１）。

（２）カント

カントによれば、人民は「個々の人間の群」（Rl.§４３）であるが、普遍的意

志に基づいて統合されたものとしては「主権者〔Souverän〕」である（Rl.３１９）。

「統合された人民」は「主権者そのものである」（Rl.§５２）。「人民に属す個々

人が相互に関係するこのような状態（彼らを結合する意志のもとでの法的状

態）は公民的（市民的）状態〔der bürgerliche Zustand〕（status civilis）と呼ばれ

る。自分自身の成員との関係におけるその全体は国家〔Staat〕（civitas）と呼ば

れる……。国家はその形式の点で、法的状態にあろうとする万人の共通の関心
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によって結合されたものとしては共同体（公共体）〔das gemeine Wesen〕（広義

の <res publica>）と呼ばれるが、他の民族との関係においては端的に主
!

権
!

（権

力）〔Macht〕（potentia）といわれる」（Rl.§４３）。「統合された人民に属す個人は

共同体〔das gemeine Wesen〕（civitas）の成員、あるいは国家の成員としての公

民（国家市民、国民）〔Staatsbürger〕である」（Rl.§４６）。これに対して、個人は

共同体に服従するものとしては「臣民〔Untertan〕」である（Rl.§４７）２）。共和制に

おいては個人は公民であるとともに、臣民であるが、専制においては個人は臣

民でしかない（EF.３５１）。国家、公民、臣民についてのこのようなカントの説

明はルソーのものと類似している。

（３）フィヒテ

フィヒテは共同体や公民について明確な定義を与えてないが、彼の見解はつ

ぎのようなものといえる。「共同意志」に基づき、法と法律に従った諸個人の

「結合体」は「共同体（公共体）〔das gemeine Wesen, die Gemeine〕」である

（NR.１０７,１５０）。諸個人は「根源的契約」によって共同体を設立する（NR.１８４）。

共同体の担い手は人民である。フィヒテにおいて共同体は理念的性格をもつが、

それは実際には人民集会という形態を取る（NR.１７５）３）。個人は主権（共同体）

への参加者としては自由で自立的な「公民〔Staatsbürger〕」であるが、国家の

法律に服従する点では「臣民〔Untertan〕」である（NR.１７６f.,２０６）４）。

２ 立法権と執行権

（１）ルソー

ロックによれば、政治体としての共同体が直接に立法権を行使するのではな

い。人民は公共体を設立するが、公共体は立法権を特定の個人あるいは集団に

信託し、立法府を設立する（TG.§１４９）。「立法府の設立は社会の第一の、また

は基本的な行為である」（TG.§２１２）。「それは、人民の同意と任命によって権

限を与えられた人々の指導のもとに、彼らが立法した法律によって拘束され
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る」（TG.§１４４）。国家の形態は立法府のあり方によって決定される（TG.§

１３２）。ロックは立法権と執行権とを区別する。立法府は常設とは限らないので、

立法府は法律の執行を執行府に信託する（TG.§１５６）。ただし、そのさいにも

立法府が 高の権利をもち、立法権が執行権に優越する。立法府は執行府を解

任することができる（TG.§１５２）。また、ロックにあっては執行権は裁判権（司法権）

をも含む広義のものである。執行権は対内的なものであり、これから対外的な

同盟権が区別されるが、両者は密接に結合しており、同一の人物あるいは集団

に委任される。このようにロックは国家の設立と構成を、＜共同体－立法権－

執行権＞という３段階に区別する。

ルソーは人民に立法権を認める。ただし、現実的には人民が立法能力を欠く

ことが多いので、人民のために法律を考案し、提案する立法者が必要となると

見なす。しかし、立法者は人民に代わって立法権をもつわけではない。ルソー

は、「主権は分割できない」（CS.II.２）と述べながらも５）、立法権から執行権を

区別する。立法権は代表されないが、執行権は代表されうる（CS.III.１５）。人民

は執行権をもたず、これを「統治者〔price〕」あるいは「首長〔chef〕」に委託

する。執行権を行使する機関は「政府〔gouvernment〕」である。政府の成員は

「行政官〔magistrat〕」、「統治者〔gouverneur〕」、あるいは「国王〔roi〕」とも呼

ばれる（CS.III.１）。彼らは主権者（人民）によって雇われ、委託された「代理

人〔agent〕」、「公僕〔ministre〕」にすぎない。主権者は統治者を解任することも

できる（CS.III.１８）。このようにルソーにおいては、ロックのばあいとは異なり、

共同体（人民）が直接的に立法権をもつのであり、また、人民は執行権を信託

するのではなく、委託する（信託よりも弱い）にすぎない。ルソーは＜共同体

（立法）－政府（執行）＞という２段階説を採る。

（２）カント

カントによれば、人民は理念上は立法権をもつ。「立法権は、人民の合一し

た意志にのみ属しうる」（Rl.§４６）。国家の成員は、「自分が同意した法律以外

には服従しない」（EF.３５０）。しかし、人民は立法権を直接に行使するのではな
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く、立法権を代表する「国家支配者〔Staatsherrscher〕」あるいは「国家首長

〔Staatsoberhaupt〕」をつうじてそれを行使する。実際には 高の立法者として

の国家首長に立法権を委任するのであり、国家首長によってのみ人民は「一つ

の立法的意志」のもとに統合される。。立法権のこのような委任は一方的なも

のであり、服従契約に基づくものではない（Rl.３１８）。これはカント固有の見解

であり、ロックのものともルソーのものとも異なる

カントも立法権と執行権とを区別する。「国家支配者」は主権者を代表し、

立法権をもつが、同時に執行権をもつことはできない（Rl.§４９）。執行権をも

つのは人格としては「元首〔Regent〕」（「国王〔rex〕」、「統治者〔princeps〕」）で

あり、機関としては「行政府〔Direktorium〕」、「政府〔Regierung〕」である（Rl.

§４９）。国家の元首は国家の「代表者〔Agent〕」であり、「執政官〔Magistrat〕」

を任命する。このような説明はルソーのものに類似している。

元首にどのように執行権が委任されるのかをカントは明らかにしていないが、

国家支配者が元首にそれを委任すると見なしているようである。「人民の支配

者（立法者）は同時に元首であることはできない。というのは、後者は法則に

従い、この法則によって、すなわち立法者によって義務を課されるからである。

支配者はまた元首からその権力を剥奪し、元首を罷免し、あるいは元首の行政

を改革することができる」（Rl.§４９）。このように、カントにおいては＜共同体

（人民）－立法権－執行権＞という３段階説が採られるが、焦点は国家支配者と

元首との関係におかれており、ロックのばあいとは異なっている。

カントにおいては立法権が執行権に優先する。立法権と執行権とが区別され

ない政体は「専制的〔despotisch〕」である（Rl.§４９）。ただし、カントにあって

は立法権と執行権とが混同されるばあいがある。一方で「 高の命令権者」は

行政権の 高の担い手であるはず（Rl.３１６）にもかかわらず、それが「立法的

首長」（「国家首長」）と同一視されることがある（Rl.３２０,３４１）。君主について

も同様である。君主制においては君主は元首であり、行政権をもつにすぎない

にもかかわらず、それが「立法的首長」、「国家首長」と同一視されるばあいが

ある（Rl.３２０,３４１）。このことは、のちに見るように、人民の立法権や主権を
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曖昧にすることにつながる。

カントは立法権、執行権、司法権を「並列の秩序」（三権分立）において理

解するとともに、三者を「上下の秩序」においても理解し、立法権を他の二権

よりも優位におく（Rl.§４８）。立法権は執行権に優越する。立法者（主権者）

は元首を任命し、それを罷免することができる。「立法者は元首から権力を剥

奪し、元首を罷免し、その統治を改変することができる」（Rl.§４９）。

カントは裁判権（司法権）は立法権からも執行権（行政権）からも独立させ

る。「国家支配者も行政者も裁判を行なうことはできず、政務官としての裁判

官を任命することができるにすぎない」（Ebd.）。人民も裁判官を自分たちの代

理人とし、それをつうじて間接的に自分自身を裁判する（Ebd.）。カントのこ

のような三権分立論はモンテスキューの理論よりも明快である６）。

カントによれば、立法権と執行権が分離されない政体は専制的である。民主

制（直接民主制）においては人民が両者の権利を同時にもつので、それは専制

的である。「言葉本来の意味［人民統治という意味］での民主制の形態は必然

的に専制主義である」（EF.３５２）。

（３）フィヒテ

フィヒテによれば、共同体（人民）は直接に権力を行使することはできず、

権力の執行を「権力の管轄者〔Verwalter〕」に委任しなければならない。つぎ

に述べるように、この権力は立法権と執行権を含む。「共同体は公権力の管轄

（管理）〔Verwaltung〕を……一人あるいは複数の特定の人格に委任しなければ

ならないであろう」（NR.１６０）。そのさいに人民と権力管轄者とのあいだで「委

任契約」（NR.１６５）あるいは厳密には「服従契約」（NR .２０６）が締結されるが、

この契約は一方的なものであって、双務的なものではない。「各人は……いか

なる留保もなしに、自分の権利判断を国家の判断に委ねたのであり、いまでは

国家権力の管轄者が任命されているのであるから、その人物に服従する。した

がって、この管轄者は必然的に、もはや訴追されない裁判官である」というこ

とになる（NR.１６６）。
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具体的には人民が集会において権力管轄者を選出する（NR.１６４,１７０,１７８）。

このばあいに委任される権力は直接には執行権（行政権）である（NR.１６１）。

したがって、しばしば執行権の管轄者、あるいは「執行者〔Exector〕」（NR.１７５）、

「執政官〔Magistrat〕」（NR.１７４）という用語が用いられる。執行権の 高の管

轄者は「元首〔Agent〕」である（NR.２８７）。共同体（人民）と権力管轄者（統

治者）とのあいだでは「服従契約」が結ばれる（NR.１６５,１７６）。共同体は人民

集会の開催期間中にのみ機能するものであり、執行権をその管轄者に委任した

あとは機能しない（NR.１７６f.）。

フィヒテは立法（立法権）についてあまり語らないが、これについての彼の

見解はつぎのように整理できるであろう。まず、共同体（人民）の立法権は

「市民契約の基本法」としての「憲法」（NR.１５７,１７０,１８４）にかんするもので

ある。人民が個別的、具体的な諸法律を直接に立法するわけではない。これら

の法律を立法するのは権力管轄者である。執行権の管轄者は立法権の管轄者で

もあり、けっきょく権力全体の管轄者となるといわざるをえない。人民が個別

的な諸法律を立法する政体は民主制（直接民主制）であり、これは「不当（不

法）」である（NR.２８４）。

このように、フィヒテによれば、国家の設立は共同体（人民）と権力（立法

権と執行権）の管轄者との服従契約に基づくとされ、いわば１段階説が採られ

る。

フィヒテはカントとは異なって、立法権と執行権とは分離されないと見なす。

「民事立法（市民的立法）において立法権と執行権とはまったく不可分である」

（NR.１６）。「立法権と執行権との分離は実行不可能と思われる」。立法権は「形

式的には」共同体（人民）に属すが、「実質的には」権力管轄者に属す。「法律

の形式、その効力は個人がまさにこれこれの特定の法律のためにではなく、こ

の国家と一体になるためにこれこれの法律［憲法］を承諾することによっての

み、彼らに妥当するようになる。」これに対して、「権力管轄者」は、「理性と

国家の状態が与えた実質を与える」（NR.１６）。

フィヒテは立法権を執行権と一体のものと見なしたうえで、さらに、執行権
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は狭義の行政権と裁判権（司法権）を含むと主張する（NR.１６０）。このように

彼はルソーに増して、三権分立を厳しく批判し、権力の統合を強調する。「諸

権力を区別［三権分立］については多くのことが語られてきた。」「しかし、こ

の命題にはいくらか不明確な点があるように思われる」（NR.１６０）７）。

３ 代議制の可能性

（１）ルソー

近代において代議制（代表制）、議会制を主張した先駆者はロックである。

彼によれば、共同体はその立法権を代表に信託するのであり、人民は立法府の

成員（議員）を選出する（TG.II.§１５４, §１５８）８）。

これに対して、ルソーは代議制（代表制）を批判する。彼によれば、主権は

代表されず、一般意志も代表されない。「代議士〔deputé〕」は人民の代表者で

はなく、人民の「委託者（世話人）〔commisaire〕」であって、立法せず、決定も

しない。代議士が主権を代表するとすれば、人民は立法権を失い、自由ではな

くなる。イギリスにおいては人民は選挙の際にのみ自由であり、それ以外は奴

隷であるにすぎない（CS.III.１５）。

（２）カント

カントによれば、理想の政体としての共和制の原則は「代議制（代表制）

〔das repräsentative System〕」である（Rl.§５２）。「真の共和制」は「人民の名に

おいて、すべての公民の結合をつうじて彼らの「議員（代議士）〔Abgeordneten

（Deputierten）〕」を媒介として彼らの権利を配慮する人民の代議制（代表制）

である」（Rl.§５２）。代議制は多数決の原則に基づく。人民において直接の「全

員一致」は期待できないので、議員のあいだの多数決がその代用となる。「こ

のような多数決に満足するという原則はそれ自身、普遍的一致をもって、した

がって［社会］契約をつうじて想定するものとして、市民的体制を設立するた

めの 高の根拠でなければならないであろう」（TP.２９６）。
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代議制に基づかない国家体制は専制〔Despotismus〕である。「代議制がなけ

れば、統治は専制的であり、暴力的となる」（EF.３５３）。民主制（直接民主制）

は代議制を含まないので、専制的である（EF.３５２）。これに対して、君主制も

貴族制も代議制を含むかぎりは、共和的である（Ebd.）。公民は、議員を選挙

する投票権をもっている。投票権は公民の基本資格である（Rl.§４６, Vgl. TP.

２９５）９）。

（３）フィヒテ

フィヒテも「代表制〔Repräsentation〕」について語っている。ただし、彼に

おいては「代表者〔Repräsentant〕」は議会の成員としての代議士や議員ではな

く、人民によって委任される権力の管轄者である。「共同体によって公権力の

執行を委任された人物はそれを受諾し、この権力の行使について共同体という

法廷に責任をもたなればならない。そうでなければ、彼らは代表者でないであ

ろう」。「公権力が設立されなければ、法法則は設立されえず、公権力は特定の

人物に委任されなければ、設立されえない。このような人物の指名に一つの一

定の同意を与える（投票する）〔seine bestimmte Stimme geben〕強制権が各人に

生じる。」「この場合に選出は、そもそもこれこれの国家においていかに代表制

が設置されるべきかを規定することを意味する」（NR.１６４）。したがって、フィ

ヒテがいう代表制はロックやカントのものとは異なって、代議制ではない１０）。

４ 共和制と民主制

（１）ルソー

ルソーは君主制、貴族制、民主制を「政府（統治）の形態」として区別する

（CS.III.３）。しかし、民主制、貴族制、君主制がそれぞれ単独で存在すること

はありえず、現実にはそれらは混合される（CS.III.７）。民主制についてはつぎ

のようにいわれる。「民主制という言葉を、厳密に解釈すれば、真の民主制は

これまでも存在しなかったし、これからもけっして存在しないであろう」（CS.

ルソー・カント・フィヒテの国家論（中）（高田 純）
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III.４）。それぞれの国の高度や習慣に応じて適切な統治形態も異なってくる。

民主制、貴族制、君主制のうちでどの形態がそれぞれの国にとってふさわしい

かについては一概に語ることはできない（CS.III.８）。

ルソーは共和制を理想とするが、それについての立ち入った説明はない。つ

ぎのようにいわれるにすぎない。「法によって治められる国家はいかなる行政

形態におけるものであっても、共和制と呼ばれる。」「すべての合法的な政府は

共和的である」（CS.II.６）。民主制、貴族制、君主制のいずれの形態も共和的と

なりうる。

ルソーはや民主制の特徴についてつぎのようにいう。「一般意志の単一の行

為によって現実に政府が設立されることは民主制の政府の特有の長所である。」

「目立った変化がまったくないままに、万人の万人に対する一つの新しい関係

によってのみ、市民は執行者となり……、法（立法）からその執行へ移行す

る」（CS.III.１７）。

ただし、民主制は小さな国においてのみ可能である（CS.III.３）。ルソーは民

主制の成立の条件として４つを挙げている。第１に、国が小さく、人民が容易

に集まることができ、相互の交流が親密であること、第２に、習慣がきわめて

単純で、多くの事務や面倒な議論を省略することができること、第３に、人民

のあいだで財産がほぼ平等であること、第４に、奢侈がきわめて少ないか、

まったく存在しないこと（CS.III.４）。

ルソーは民主制（直接民主制）の問題点を指摘し、それをつぎのように批判

しさえする。民主制においては立法権が執行権と結合しており、または、多数

者による少数者の支配という不自然なあり方が存在する。「民主制ほど、内戦

や内紛が起こりやすい政治はない」（CS.III.４）。

（２）カント

カントは共和制を理想の国家形態と見なす（EF.３４９ f., Rl.３４０ f.）。彼は共和

制と民主制との混同を戒めている（EF.３５０）。第１に、立法権と執行権とが区

別される国家制度は共和的であるのに対して、両者が区別されない国家制度は
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「専制的〔despotisch〕）」である。「共和主義は、執行権（統治）を立法権から

分離する国家原理である。専制主義は、自己立法をした法律を専一的に執行す

るという国家原理である」（EF.３５２）。

共和制の第２の条件は代議制である。「代議制」においてのみ「共和的統治

形態が可能となる」のであり、代議制を欠くならば、「統治形態」は「専制的、

暴力的」となる（EF.３５３）。「すべての真の共和制は……人民の代議制以外のも

のではなく、それ以外ではありえない」（Rl.§５２）。

カントによれば、専制と対立するのは共和制である。両者の区別は「統治

（政府）〔Regierung〕の形態」に関わるのに対して、君主制、貴族政、民主制の

区別は「国家の形態（「本来の支配の形態」）に関わる（EF.３５２）１１）。「統治の形

態」は、 高の国家権力（立法権）をもつ人格の相違に基づくのに対して、「国

家の形態」は元首と人民の関係のあり方の相違に基づく（EF.３５２）。

君主制、貴族制は代議制を含むばあいには、共和制とは対立しない。これに

対して、民主制（直接民主制）は代議制を含まないので、専制である。共和制

は君主制と貴族制のいずれにおいても可能である。しかし、直接民主制におい

ては立法権と執行権が分離されておらず、また代議制が含まれないので、それ

は専制的である（EF.３５２）。

ただし、カントが独裁制との対比で民主制についてつぎのように述べるばあ

いには、民主制を積極的に評価しているといえる。民主制は、「すべての人間

の意志を統合することによって、そこから一つの人民を形成し、つぎに人民の

意志を統合することによって、一つの共同体を形成し、さらに、この統合され

た意志そのものである主権者をこの共同体の上位におく」（Rl.§５１）。

カントは代議制を含む君主制（立憲君主制）をベターなものと見なす。君主

制と貴族制は、代議的でない統治様式が生じる余地を与えるかぎり、つねに欠

陥をもつが、「それらの国家体制にとって、代議制の精神に即した統治様式を

採用することは少なくとも可能であるのに対して、民主制はそれを不可能にす

る」（EF.３５３）。君主制についてはつぎのようにさえいわれる。「独裁的に

〔autokratisch〕支配するが、そのさいに共和主義的に……統治すること」によっ

ルソー・カント・フィヒテの国家論（中）（高田 純）
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て、人民は国家体制に満足することができる（KgS.Bd.７, S.８７）。

（３）フィヒテ

フィヒテは共和制に言及することは少ない。公権力を委任されるのが、憲法

によって組織される政体であるばあいに、これを共和制と見なしている。君主

制あるいは独裁制〔Monokratie〕が共和制から区別される。前者においては、

権力の管轄者が世襲の元首（君主）あるいは終身大統領である（NR.１６２,２８７）。

フィヒテはこのような区別と別に、「統治体制」を君主制（あるいは独裁制）、

貴族制、民主制に区別している。フィヒテによれば、「どの統治体制が優れて

いるかは法論の問題ではなく、政策の問題である」（NR.１６３）。君主制も貴族

制も正当な（法にかなった）ものである。いずれを選択するかは「怜悧の問題」

である（NR.２８７）。このことは、カントが『永遠平和論』において「支配形

態」の区別として君主制、貴族制、民主制を挙げ、これとは別に、「統治形態」

として共和制と専制とを区別したことを念頭においたものと思われる。しかし、

カントにおいて共和制と専制とが対立させられるが、フィヒテにおいては共和

制と独裁との区別は、つぎに述べるように、相対的である。

共同体（人民）は執行権を権力の管轄者に委任するが、この委任の形態はさ

まざまである。終身大統領を選出するばあい（NR.１６２）、世襲の君主に委任す

るばあいもある（１６３）。つぎのようにさえいわれる。執行権は終身委託される

方が得策であり、それどころかはほとんど必要でさえある」（NR.１８０f.）。元

首を選出せずに、世襲制に委ねることも「推奨に値いする」（NR.２８８）。

フィヒテは、民主制（直接民主制）においては「共同体が執行権を手中にす

る」と見なして、これを「専制」であると批判する（NR.１５８）。民主制は、「存

在しうる体制のなかで も不安定なものであろう」。それは「不法な（法に反

した）体制である」（NR.１５９）。しかし、他方でフィヒテは「不当な〔rechtswidrig〕」

民主制と「正当な（合法的な）〔rechtmässig〕」民主制とを区別している。前者

は代表制を含まない体制であり、そこでは共同体が執行権を手中にする。これ

に対して、後者は、代表制を含む民主制である。そこでは権力管轄者は共同体
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（人民集会）によって直接に選出される（NR.１６２,２８７）。これは、先に述べた

共和制に近い（NR.２８７）。なお、フィヒテは、「代表制」を含む民主制によっ

て、直接民主主義から区別された議会制民主主義を主張しているのではない（II

‐３‐（３）参照）。

５ 人民集会の位置

（１）ルソー

ルソーは人民主権の確立にさいして「人民集会〔peuple assemblé〕」の意義を

強調する。人民が主権者として立法権を行使するのは人民集会においてである。

人民集会における全員一致のなかに一般意志が表明される。「主権者は立法権

以外のなんの力ももたないので、法によってしか行動できない。法は一般意志

の正当な作用にほかならないので、人民は集会をしたときにのみ、主権者とし

て行動するであろう」（CS.III.１２）。

国家を設立する結合契約が結ばれるのも、政府に執行権が委任されるのも人

民集会における全員一致に基づいてである（CS.IV.２）。それ以外の立法は、定

期的に開催される人民集会において多数決によって行なわれる（CS.III.１３）。国

家（政府）の改変は人民集会における全員一致によって行なわれる（CS.III.８）。

人民集会が開催される期間は執行権は停止される（CS.III.１４）。

ホッブズは、個人のあいだの信約（契約）によって権力を特定の人物や集団

に委任し、国家を設立すると主張し、そのさいに「集合した人民〔People

assembled〕の合意」が必要になると述べるが（Liv.１８）、どのように人民が集会

を開催するのかを明らかにしていない。ロックも、公共体の設立が根源的契約、

すなわち人民の合意（多数者の合意）に基づくと述べるが（TG.§９７）、それが

人民集会に基づくかどうか必ずしも明確にしてはいない。「公共的集会〔publick

Assembly〕」の開催とそこにおける決議は困難であるといわれる（TG.§９８）。

ルソー・カント・フィヒテの国家論（中）（高田 純）
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（２）カント

カントにおいては人民集会の必要は認められない。彼は、国家の設立が根源

的契約に基づくと主張するが、国家の設立のために人民集会が必要であるとは

見なさない。彼にあっては根源的契約は高度に理念化されるので、それが締結

される経験的な場としての人民集会は不要と考えられているのであろう。

なお、カントは、フランスでルイ１６世が <Nationalversammlung>に立法権と

執行権を与えたことに言及しているが、ここでの <Nationalversammlung>はル

ソーがいう人民集会ではなく、１７８９年の「国民議会〔Assemblée nationale〕」あ

るいは「憲法制定国民会議〔Assemblée nationale constituante〕」を意味すると思

われ、人民の代表者の会議である１２）。「主権者が人民を全招集し、彼らに完全

に自分を代表させる場合に、主権者は同時にこの主権の権利を確保するかどう

かが問題となる。」「彼［主権者］が彼ら［人民］をひとたび招集し、彼らは自

分で体制を形成する（憲法を制定する）〔sich konstituiren〕のであるから、主権

者の権威はたんに停止されるだけでなく、まったく廃棄される」（KgS.Bd.１９,

S.５９３）。ここでは、国王の統治権が議会（人民の代表）に移行し、事実上の革

命がもたらされたことをカントは肯定的に評価している。

（３）フィヒテ

フ ィ ヒ テ に よ れ ば、国 家 の 設 立 お よ び そ の 変 更 は「人 民 集 会

〔Volksversammlung〕」における全員一致に基づく（NR.１７８）。しかし、ルソーも

認めているように、人民集会は小さな国家においては可能であるが、大きな国

家においては困難である（NR.１７０）。そこでフィヒテつぎのように主張する。

国家の設立のために、人民集会を直接に開催することは現実的ではないので、

人民集会において全員一致は実際に確認されなくても、各人が国家への所属を

表明すれば、他人とのあいだの契約によって国家を設立したと見なしてよい。
・・・・・・・

「それぞれの特定の人格にとって特定の実質法が形式の面で法律となり、拘束

力をもつようになるが、それは、彼がこの法律に服従することによって、すな

わち、彼が、＜自分はこれこれの特定の人民集団、これこれの土地、これこれ

200



の生活手段をもつこれこれの特定の国家のなかで生活したい＞と宣言すること
・・

によってのみである」。「しかし、少なくともこの民法の実質は……＜この特定
・・・・・・

の人間集団がこれこれの特定の場所で法にかなって共存して生活したい＞とい

うたんなる前提から生じる。したがって、各人はたとえばつぎのようにいうこ

とによって服従する。＜自分は諸君とともに……これこれの国家においてその
・・・・

ときどきに与えられるうるすべての正当な法律に従って生活したい＞」（NR.

１６０f.）。

フィヒテは人民集会について国家の設立のばあいと国家（政府）の変更のば

あいとを区別しているように思われる。まず、国家の設立は全員一致に基づく

が、人民集会を開催することは困難であるので、各人が国家に所属したいとい

う意志をそれぞれ表明すればよい。これに対して、国家の変更は人民集会にお

ける多数決に基づく。ただし、この多数決は全員一致と大差がないとされる

（NR.１７９ f.）１３）。また、広い範囲の人々が一つの場所に集合する必要はなく、さ

まざまな地域でそれぞれ集会を開催し、決議をあげればよいとされる（NR.

１７３）。

フィヒテによれば、大きな国においては人民集会の開催は困難であり、人民

は権力の管轄者の行為をチェックすることはできない。そのために権力の管轄

者が人民の意志に反する統治を行なった場合に、これをどのように規制するこ

とはできるかという問題が生じる。人民がこのことを直接に行なうことはでき

ないので、つぎにみるように、「監督官〔Ephor〕」が人民に代わって、公権力

を監視する（NR.１７１）。権力管轄者の行為と監督官の評価とが対立したばあい

には、監督官によって人民集会が開催され、いずれが正しいかの判定は人民に

委ねられる。
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６ 監督官制の役割

（１）ルソー

ルソーは「護民官〔tribune〕」と「護民官制〔tribunat〕」を重視する。これは

古代ローマの民会を念頭においたものである（CS.IV.4, cf. III.１５）。それは

「ときとして政府に対して主権者を保護し」、また逆に「ときとして人民に対

して政府を支持する」ことによって、主権者（人民）と統治者（政府）とを媒

介する。それは「法と立法権の保持者」であり、立法権も執行権ももたないが、

強力なものである。それは、「法を施行する統治者よりも、また立法的主権は

よりも、法の擁護者としてより神聖で、より尊重される。」「中庸を得た護民官

制は善き国家体制の も堅固な支えである」（CS.IV.５）。

（２）フィヒテ

フィヒテは「監督官制〔Ephorat〕」を自分に独自なものとして自負している

が、これはルソーの見解を念頭においたものである（NR.１６）。監督官は執行

権から独立し、公権力の執行の「監視と評価」を目的とする（NR.１６０）。執行

権から独立した監督権を含む体制が「理性的で正当な（法にかなった）国家体

制」である（Ebd.）。「監督官制」は「あらゆる国制のなかで も本質的な構成

要素である」（NR.１６）。

ルソーは古代のローマにおける「護民官（制）〔epher〕」（政府に対して人民を

保護する）、ベニスにおける「１０人評議会〔conseil des Dix〕」（人民に対して政

府を支持する）、スパルタにおける「監督官制〔tribnat〕」（政府と人民との均衡

を維持をする）を考慮しつつ、自分が主張する「護民官」は統治者と人民（主

権者）との媒介者となると述べている（CS.IV.5）。フィヒテはおそらくこのこ

とを念頭において、彼が主張する「監督官制〔Ephorat〕」はスパルタにおける

「監督官制〔Ephorat〕」やベニスにおける「国家審問委員会〔Staatsinquisition〕」

とはまったく異なり、ローマにおける「護民官（制）〔Volkstribunen〕」に も近
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いと述べている（NR.１７１ f.）。

監督官は人民集会において多数決によって選出される（NR.１８１）。監督官は、

権力管轄者の行為が共同意志に従っているかどうかを吟味し、その行為がこれ

に反する場合には、告発する。権力の管轄者の行為と、それについての監督官

の評価とが対立した場合に、監督官は人民集会を召集し、いずれが正当である

かの判断を人民に委ねる（NR.１７３）。人民集会の開催期間中は執行権は停止さ

れる!!「国権停止〔Staatsinterdict〕」（NR.１５２）。権力管轄者が国権停止に抵

抗することは不法であり、「反乱」である（NR.１７２ f.）。

人民集会において監督官は原告となり、権力管轄者は被告となる（NR.１７５）。

人民が監督官を正当と判断すれば、権力管轄者はその統治を変更しなければな

らず、それを拒否するばあいには、解任される（NR.１７０）。「その人民の集会

によって執行権は実際上でも法の面でも自分の権力を失う」（NR.１８２）１４）。逆に、

権力管轄者の方が正当であると人民によって判断されるばあいには、監督官が

解任される（NR.１７４）。このように、人民は監督官制をつうじて間接的に主権

を維持する。

監督官が必要を認めたばあいにのみ、人民集会は開催され、権力管轄者への

信任の是非が問われる。人民が人民集会を任意に開催し、そこにおいて権力管

轄者の解任を決議することは不法である（NR.１６９f.）。「共同体は必要なしに

召集されてはならない。しかし、必要なばあいは直ちに集合し、語り合うこと

ができ、そう意欲しなければならない。」（NR.１７０f.）「権利及び法律が完全に

実効停止になるのに先立って、共同体は集合する必要はなく、またはそのこと

を意欲する必要もない」（NR.１７１）。

ルソー・カント・フィヒテの国家論（中）（高田 純）
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注

それぞれの思想家の引用はつぎの原則に従う。

・ホッブズの『リヴァイアサン〔Leviathan〕』（［Liv.］と略記）については、部と章をそれぞ

れローマ数字と算用数字で示す。

・ロックの『市民政府論〔Two Treatises of Government〕』（［TG］と略記）については、第２

部の章と節をそれぞれローマ数字と算用数字で示す。

・ルソーの『社会契約論〔Contrat Social〕』（［CS］と略記）については、篇と章をそれぞれロ

ーマ数字と算用数字で示す。

・カントについては、Kants gesammelte Schriften（［KgS.］と略記）に基づき、巻数と頁数を

示す。

『道徳形而上学〔Metaphysik der Sitten〕』（［MS.］と略記）KgS.VI.

『法論〔Rechtslehre〕』（［RL.］と略記）KgS.VI.節番号が付されているばあいは、［§］で示

し、そうでないばあいにのみ、MSの頁を示す。

『理論と実践〔Über Gmeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber für die

Praxis〕』（［TP.］と略記）KgS.VIII.

『永遠平和論〔Zum ewigen Frieden〕』（［EF.］と略記）KgS.VIII.

・フィヒテについては、J.G.Fichtes sämmtliche Werke［SW.］に基づき、巻数と頁数を示す。

以下の著作は［ ］内のように略記する。

『自然法の基礎〔Grundlage des Naturrechts〕』［NR.］, SW.Bd.３
・ヘーゲルについては、Hegel Werke in zwanzig Bänden［HzB.］に基づき、巻数と頁数を示

す。

引用文中の［ ］は高田の補足あるいはいいかえである。原語は〔 〕内に入れる。傍
"

点
"

は原文の強調個所であり、圏
!

点
!

は高田が付加したものである。

１）フランス語の <cité> はラテン語の <civitas> に、さらにさかのぼってはギリシア語の <polis>

に対応する。それは「共同体〔communauté〕」につながる。ルソーは「公民〔citoyen〕」（ラ

テン語 <civis>に対応）をたんなる私人としての「市民〔bourgeois〕」から区別する。「近代

人の大部分は都会〔ville〕を都市国家〔cite〕と、都市住民〔bourgeois〕を公民〔citoyen〕と取

り違えている」（CS.I.６）。

２）カントも <Staatsbürger>を都市住民 <Stadtbürger>から区別する（TP.２９５）。<Staatsbürger>

はルソーの <citoyen>に対応する。

３）共同体の集合、共同体の召集、共同体の決議についてしばしば語られる（NR.１７０ f,１７３）。

４）フィヒテは「公民」という用語はあまり用いず、また、ルソーのように、これを「市民」

から明確に区別はしていない。

５）ルソーが批判する主権の分割は、立法権と執行権への分割のほかに、課税権、課税権、交
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戦権への分割、国内行政権と対外的な交渉権への分割がある（ＣＳ．ＩＩ．２）。これらの主

権の分割はモンテスキューによる立法権、執行権、司法権への分割とは直接には一致しな

い。

６）カントはモンテスキューに直接に言及してはいない。

７）カントが立法権と執行権を区別したことをフィヒテは『自然法』（第１巻、１７９６年５月）に

先立って「カント『永遠平和論』論評」（１７９６年１月）において批判している（ＫｇＳ．Ｂ

ｄ．８．Ｓ．２２５）。

８）なお、ロックは代議制によって直ちに議会制民主主義を主張しているのではない。立法府

の成員は、人民が選出する代議士のほかに、君主および貴族（元老院）を含むばあいがあ

ることをロックは認めている（TG.§１３９）。

９）カントは、公民のなかで、投票権をもつ部分（「能動的公民」）と、これをもたない部分（「受

動的公民」）を区別するが、両者の区別は固定されるべきではなく、やがて後者も前者へ転

化されるべきであると主張する（Rl.§４６）

１０）<Repräsentation>を「代議制」と、＜Repräsentant（en）＞ を「代議士」と訳す（邦訳『フィ

ヒテ全集』第６巻、１９７頁以下）ことは適切ではない。

１１）『法論』においては、「国家形態」として「独裁制〔Autokratie〕」、貴族制、民主制が挙げら

れる。「専制〔Despotismus〕」という用語はほとんど用いられない。「独裁制」は「君主制」

から区別される。後者は「 高の権力」をもち、「主権者を代表する」のにすぎないの

に対して、前者は「すべての権力」をもち、「主権者そのもの」である（Ｒｌ．§５１）。

ただし、君主制が独裁制に転化しやすいことをカントも認めている。

１２）ルイ１６世は国家の財政危機を打開するため、増税を行なおうとしたが、貴族層の抵抗を

受け、「三部会」（聖職者、貴族、第三身分から構成）を開催した（１７８９年）。しかし、第三

身分は「三部会」の構成の不公正を批判し、「国民会議〔Assemblée nationale〕」を設立し

（同年６月）、多数の身分もこれに合流して、これが「憲法制定国民会議〔Assemblée nationale

constituante〕」に再編された（同年７月）。

１３）次注を参照。

１４）権力管轄者の解任はその選出と同様に人民集会の多数決によるが、その信任と不信任の

判断は単純であるので、多数決は全員一致に近づくとされる（NR.１７９）。

（本研究は平成２４年度札幌大学研究助成制度による研究成果である）
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